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育
児
休
業
取
得
の
際
、
事
業
主
が
交
付
す
る
書
面
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
者
が
育
児
休
業
を
申
し
出
た
場
合
、
事
業
主
が
交
付
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
、
及
び
育
児
休
業
や

妊
娠
・
出
産
等
に
関
す
る
労
働
者
か
ら
の
相
談
及
び
苦
情
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
、

以
下
「
育
児
休
業
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
事
業
主
は
、
労
働
者
が
育
児
休
業
申

出
又
は
介
護
休
業
申
出
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
当
該
労
働
者
に
係
る
取
扱
い
を
明
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
労
働
省
令
第
二
十
五

号
、
以
下
「
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等
に
関
す
る
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
に
お
い
て
、
「
法
第
二
十
一
条
第
二
項

の
取
扱
い
の
明
示
は
、
育
児
休
業
申
出
又
は
介
護
休
業
申
出
が
あ
っ
た
後
速
や
か
に
、
当
該
育
児
休
業
申
出
又
は
介
護
休
業

申
出
を
し
た
労
働
者
に
係
る
取
扱
い
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て

い
る
。
事
業
主
が
労
働
者
に
書
面
を
交
付
し
た
件
数
は
平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
ま
で
、
各
年
度
そ
れ
ぞ
れ
何
件
か
お

教
え
い
た
だ
き
た
い
。

一



二

平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
、
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
二
十
一
年
二
月
末
ま
で
の
育
児
休
業

に
係
る
不
利
益
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
「
労
働
者
か
ら
の
相
談
件
数
」
は
一
一
〇
七
件
、
是
正
指
導
は
四
十
七
件
、
是
正
は

三
十
八
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
談
の
内
訳
に
つ
い
て
、
上
位
十
項
目
と
そ
の
数
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
是
正
指
導
と
是
正
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
の
法
律
の
何
条
何
項
違
反
と
い
う
根
拠
で
是
正
指
導
や
是
正

を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
数
と
そ
れ
ぞ
れ
内
訳
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

万
一
、
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
ま
で
に
把
握
し
て
公
表
す
る
か
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

三

平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
、
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
二
十
一
年
二
月
末
ま
で
の
妊
娠
・
出

産
等
を
理
由
と
し
た
解
雇
等
不
利
益
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
「
労
働
者
か
ら
の
相
談
件
数
」
は
一
八
〇
六
件
、
是
正
指
導
は

二
十
四
件
、
是
正
は
二
十
二
件
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
援
助
の
申
立
が
二
三
五
件
、
機
会
均
等
調
停
会
議

に
よ
る
調
停
の
申
請
が
十
一
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
談
の
内
訳
に
つ
い
て
、
上
位
十
項
目
と
そ
の
数
を
お
教
え
い
た
だ
き
た

い
。ま

た
、
是
正
指
導
と
是
正
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
の
法
律
の
何
条
何
項
違
反
と
い
う
根
拠
で
是
正
指
導
や
是
正

を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
数
と
そ
れ
ぞ
れ
内
訳
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

二



さ
ら
に
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
援
助
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
ど
の
法
律
の
何
条
何
項
違
反
と
い
う
申
立

な
の
か
、
そ
の
数
と
そ
れ
ぞ
れ
内
訳
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。
機
会
均
等
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
の
申
請
の
内
訳
も
お
教

え
い
た
だ
き
た
い
。

万
一
、
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
ま
で
に
把
握
す
る
か
、
ま
た
、
そ
の
調
査
結
果
を
公
表
す
る
か
お
教
え
い
た
だ

き
た
い
。

四

「
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等
に
関
す
る
規
則
」
第
五
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
育
児
休
業
申
出
書
」
に
つ
い
て
は
、
全
事

業
所
の
約
何
割
、
約
何
社
で
実
際
に
活
用
さ
れ
、
ま
た
、
育
児
休
業
取
得
者
の
約
何
割
、
約
何
人
が
提
出
し
て
い
る
の
か
。

厚
生
労
働
省
が
把
握
し
て
い
る
実
態
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

万
一
、
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
つ
ま
で
に
把
握
す
る
か
、
ま
た
、
そ
の
調
査
結
果
を
い
つ
公
表
す
る
か
お
教
え
い

た
だ
き
た
い
。

五

「
育
児
休
業
・
介
護
休
業
法
」
第
二
十
一
条
第
二
項
で
は
、
事
業
主
が
育
児
休
業
等
を
申
し
出
た
労
働
者
に
対
し
て
、
休

業
中
や
休
業
後
の
待
遇
な
ど
を
書
面
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
、
「
努
力
義
務
」
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
法
改
正
し
、
義
務
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
育
休
切
り
」
（
育
児
休
業
取
得
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
）
に
対
す

三



る
防
止
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
義
務
化
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
労
働
者
と
事
業
主
の
そ

れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
あ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


